
 

 

 

 

お寄せいただいた意見及び意見に対する市の考え方を公表します。 

■ パブリックコメントの結果 

我孫子市移動等円滑化基本構想の一部改正についてパブリックコメント

を実施したところ、次の結果になりました。貴重なご意見をお寄せいただき

ありがとうございました。 

１ 募集期間  令和４年１０月１日から令和４年１０月３１日 

２ 提出人数  １名 

３ 意見総数  １件 

４ 公表場所 

道路課、行政情報資料室（市役所本庁舎１階）、各行政サービスセンター、

生涯学習センターアビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、我孫子市民図書

館湖北分館及び布佐分館、各近隣センター、我孫子市ホームページ 

５ 意見公募した内容  

我孫子市移動等円滑化基本構想の一部改正（案）（別紙参照） 

６ 意見と意見に対する市の考え方 

整理番号 提出された意見 意見に対する市の考え方 

１ 

意見  我孫子市パブリックコメン

ト手続実施要項第 2条にあるよ

うに、・・・策定過程において、

当該施策等の案及びこれに関

連する情報を公表し、・・・とあ

りますが、この度の我孫子市移

動等円滑化基本構想の一部改

正（案）についての意見募集の

中にある、「我孫子市移動等円

滑化基本構想【改訂版】」の最初

のページの 3．全面改正につい

て（令和 6年度を目途に実施）

今回のパブリックコメントの趣

旨としては、意見募集の中にある、

「我孫子市移動等円滑化基本構想

【改正版】」の最初のページに記載

されている「2．一部改正の内容」

について求めたものとなります。  

「我孫子市移動等円滑化基本構

想【改正版】」の最初のページに記

載されている「3．全面改正につい

て」は、今後の予定として記載した

ものであり、全面改正の具体的な内

容については、現在検討を行ってい

我孫子市移動等円滑化基本構想の一部改正 

についての意見募集（パブリックコメント）結果の公表 



との表題に対して、内容の項目

は、・・・全面改定については、

令和 6年度を目途に改正をする

方向で準備を進めていきま

す。・・・⇒ここのところを、『今

後は、超高齢化社会や、災害時

での移動も考慮した、全面改訂

をする方向で進めるが、市民の

皆様の意見も頂戴し、将来の構

想としたい。』としてほしい。 

るところです。 

全面改正を進めていく際には、障

害者団体等からの意見聴取及びま

ち歩きを実施し、学識経験者の意見

も踏まえたうえで、十分に検討を行

う予定です。 

また、全面改正を行う前に改めて

パブリックコメントを実施する予

定ですので、広く市民の皆様のご要

望等の言葉を聞きながら進めてい

きたいと考えています。 

なお、我孫子市移動等円滑化基本

構想には期間の記載はなく、平成

33 年までとは第三次総合計画の策

定期間となります。令和 4年度から

は第四次総合計画が策定されてい

ますので、２年間の行政に間が生じ

てしまうことはありません。 

理由  この下線の部分では、われら

市民の意見はムシでしょう

か？市役所の皆様は、先だって

の組織変更に伴って、頑張って

いることは、理解できますが、

今の情勢を考えるにあたり、例

えば、A:高齢化が進みすぎてい

る。B:色々な設備の耐久年度が

過ぎている、一度に設備の取替

時期が来る。C:人口が目減りし

ていくため、税収が少なくな

る。また、E:大変な異常気象か

らの超被害を伴うような災害

が大きくなっている、今後もも

っと激しくなることは目に見

えている(地球の活動で比較す

ると一瞬に過ぎない時間では

ある)このような事について、

皆様は判っていることと思い

ます。そのため、平成 20年 4月

に制定した、現在提示構想の内



容を読み進めると、平成 33 年

までとあります。これは、西暦

で考えると、事業計画では、

2022年 4月までとなります。令

和 6 年度(2024 年度)を目途に

全面改訂とあると、2 年間の行

政に間が生じてしまうことと

なる。 

 「移動・・」は自動車のみな

らず、自転車やバイク、歩行者

(高齢者から幼児まで、また、バ

ギー車や車いすなど)の移動も

含まれて当然と考えると、その

間に対する方針を先に提示し

ていくべきではないでしょう

か？その時には、先ほども記載

しましたが、高齢者や災害時で

の移動も考慮した【仮案提示

し】期間に重複させて、提示す

べきではないでしょうか？ 

 

７ 内容の修正について 

今回寄せられたご意見による内容の修正はありませんが、今後予定してい

る全面改正を進めるうえでの参考とさせていただきます。 

なお、今回公表しました一部改正について、内容の変更を伴うものではあ

りませんが、説明を補足する追加記載を行い、より分かりやすい表現に改め

ます。 

 

８ 担当 我孫子市役所 道路課 交通施設整備係  

TEL：04-7185-1111（内線 20-533） 


